（別紙６）
令和８年　　月　　日
秘密保持誓約書

松本市上下水道局
松本市長　　臥雲　義尚　宛

　　　　　　　　　　　　　　　住所（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　代表者　職氏名
　　　　　　　　　　　　　　　担当者　職氏名

　当社は、松本市上下水道局(以下「依頼者」という。)が実施する「松本市上下水道局中央監視制御システム更新工事に伴うＲＦＩ（情報提供依頼）」（以下「本依頼」という。）に関し、依頼者から開示・提供される資料などで知り得た情報に関して、次のとおり誓約いたします。

（秘密情報）
第１　当社は、文書・口頭その他媒体や手段、方法の如何を問わず、依頼者が本依頼に関連して、直接的若しくは間接的に開示され又は知り得る状態に置かれた有形無形の技術、営業、人事、財務、組織その他の事項に関する一切の情報（本誓約書提出前に開示された情報を含む。）を秘密情報として取扱います。ただし、以下に定める情報は、秘密情報に含まれないものとします。
　⑴　当社へ開示された時点で既に公知であった情報
　⑵　当社へ開示された後に公知となった情報（ただし、当社の故意または過失により漏洩されたものを除く。）
　⑶　当社が、開示された情報と無関係に開発、創作した情報

（秘密保持義務）
第２　当社は、依頼者の事前の書面による同意を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示し、または漏洩しません。ただし、法令に基づく公権力の発動によって秘密情報の開示を強制される場合は、法令で要求される最小限の範囲で秘密情報を開示することとし、秘密情報の開示後速やかに、依頼者に対し、開示した秘密情報の内容を書面にて通知します。



[bookmark: _GoBack]（従業員等の秘密保持義務）
第３　当社は、本依頼を遂行するため、自己の役員および従業員、弁護士、会計士若しくは税理士等法律に基づき守秘義務を負う者（以下「従業員等」という）に対し、秘密情報の全部または一部を開示する場合には、開示情報の範囲は必要最小限にとどめるとともに、当該従業員等に対しても秘密保持義務を負わせ、必要かつ適切な監督を行います。
２　当社は、第三者への秘密情報の漏洩を知った場合、またはそのおそれを生じた場合には、直ちにその拡大を防止するための適切な措置を講じるとともに、依頼者に通知します。この場合に、依頼者の指示があるときには、当社はこれに従います。また、当社は原因を調査し、十分な再発防止策を講じた上で、依頼者に調査結果及び当該再発防止策を報告します。
３　従業員等が本依頼の秘密保持義務に違反して秘密情報の全部または一部を他の第三者に開示し、または漏洩した場合には、当社は、これに伴い依頼者が被った損害を賠償します。

（権利の不許諾）
第４　当社は、依頼者の事前の書面による同意を得た場合を除き、依頼者の秘密情報に基づき、発明、考案、意匠または商標の創作等（以下「発明等」という）を行わず、知的財産権に関する申請・登録等を行いません。

（秘密情報の返還等）
第５　依頼者が要求した場合、または当社が本誓約に違反した場合、当社は、直ちに、本依頼に基づき受領した一切の秘密情報を依頼者に返還するか、依頼者の同意を得て破棄します。破棄する場合、当社は、破棄した後、速やかに、依頼者に対し、破棄したことを証する書面を提出します。
